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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（１）で示されるポルフィリン化合物。
【化１】

〔式中、Ｒは炭素数１２以下のアルキル基を表し、Mは２個の水素原子、２価の金属、３
価の金属を含む２価の原子団、または４価の金属を含む２価の原子団を表す。〕
【請求項２】
基材中に、請求項１記載のポルフィリン化合物を含有してなるディスプレイ用フィルター
。



(2) JP 5015644 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポルフィリン化合物およびポルフィリン化合物を含むディスプレイ用フィル
ターに関するものである。さらに詳しくは、液晶表示装置（LCD）、プラズマディスプレ
イパネル（PDP）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ELD）、陰極管表示装置（CR
T）、電界放射型ディスプレイ等の発光色の色純度を向上させるために取り付けられるデ
ィスプレイ用フィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、社会が高度化するにしたがって、光エレクトロニクス関連部品、機器は日々著し
く進歩している。中でも画像を表示するディスプレイは、従来のテレビジョン受像機に加
えて、コンピューターモニター装置用などとしても目覚しく普及、発展して来ている。こ
れらの発展とともに、特にディスプレイの大型化、薄型化、高画質に対する市場要求は高
まる一方である。
【０００３】
　最近では、表示装置として利用する上でフルカラー表示は当然のことである。液晶表示
装置（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイ（ＥＬＤ）、陰極管表示装置（ＣＲＴ）、電解放射型ディスプレイ等の画像表
示装置は、赤、緑、青のいわゆる「色の三原色」の組合せでカラー画像を表示することが
可能である。
【０００４】
　しかし、各画像表示装置ともその発光原理から、赤、緑、青の発光波長以外に不要発光
といわれる色純度を低下させる余分な光の発光が含まれている。この不要発光により画像
の鮮明さが失われてしまう。これに対し、不要波長部分の光を遮断し、赤、緑、青の三原
色をそれぞれ出来るだけ単色で取り出すことが出来れば、画像の鮮明さ（色純度）を向上
することが可能となる。
【０００５】
　従来から、不要発光を遮断するために、様々な手法が検討されている。ＬＣＤにおいて
は、カラーフィルターの改良による色純度の向上などが行われ、その他の表示装置におい
ても様々な検討が報告されている。これまで、色純度を改善する試みとして、特開昭５８
－１５３９０４号公報（特許文献１）、特開昭５９－２２１９４３号公報（特許文献２）
、特開昭６０－２２１０２号公報（特許文献３）、特開昭６０－６５０５０号公報（特許
文献４）、特開平５－３１６３２９号公報（特許文献５）等に報告があるがその効果は十
分であるとは言えず、加えて、上記の報告では主に赤の色純度を向上させる技術が開示さ
れており、緑や青の色純度に関する記載は少ない。
【０００６】
　また、一般的に明所下での表示装置は、外光によってコントラストの低下が生じる。従
来、ＮＤフィルターを用いて外光の影響を極力低減し、コントラストを向上することが行
われてきた。しかし、この方法では同時に表示装置から発せられる必要な発光もカットし
てしまう為、輝度の低下を伴うことがある。もし外光を選択的に遮断しつつ、表示装置か
らの必要な光のみ透過させることが出来れば、理想的な光学フィルターを得ることが出来
ると考えられる。
【０００７】
　上記色純度及びコントラストを同時に改善する方法としては、不要波長領域の光を吸収
する色素を含むフィルターを用いる方法が挙げられ、これまでにも種々の検討がなされて
いる。
【０００８】
　青と緑の間に存在する不要光を効率的に色素によって除去するフィルターについては、
特開２００５－３３８６６１号公報（特許文献６）に報告がある。該公報にはフィルター
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に担持させるポルフィリン系色素に関して、製造容易性、溶媒への溶解性、色素の安定性
、吸収特性の観点から好ましい置換基の例が開示されている。
【０００９】
　フィルターに色素を担持させる方法としては例えば、
（１）高分子成形体等の透明基体へ含有させる、
（２）透明基体表面に色素含有樹脂層としてコーティングする、
（３）粘着材に含有させる、
などの方法が挙げられるが、いずれの場合も色素を有機溶媒に溶解させ、均一な色素溶液
を得ることが、色素の溶け残りに起因する欠陥を低減する観点から重要である。
【００１０】
　しかしながら、従来のポルフィリン系色素について追試を行った結果、有機溶媒に対す
る溶解性が必ずしも充分でないことが明らかとなった。
【特許文献１】特開昭５８－１５３９０４号公報
【特許文献２】特開昭５９－２２１９４３号公報
【特許文献３】特開昭６０－２２１０２号公報
【特許文献４】特開昭６０－６５０５０号公報
【特許文献５】特開平５－３１６３２９号公報
【特許文献６】特開２００５－３３８６６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、各種表示装置において発生する青と緑の間に存在す
る不要光を除去でき、かつ優れた耐久性を有するディスプレイ用フィルター、および該デ
ィスプレイ用フィルターに用いる、特に溶媒への溶解性に優れた化合物を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
  本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、本発明を完成するに至っ
た。すなわち、本発明は、
[１]一般式（１）で示されるポルフィリン化合物、
【００１３】
【化１】

【００１４】
〔式中、Ｒは炭素数１２以下のアルキル基を表し、Mは２個の水素原子、２価の金属、３
価の金属を含む２価の原子団、または４価の金属を含む２価の原子団を表す。〕
[２]基材中に、[１]記載のポルフィリン化合物を含有してなるディスプレイ用フィルター
、
に関する。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明に係るポルフィリン化合物を用いることにより、不要発光を低減し、「発光色の
色純度」及び「明所でのコントラスト」の改善が可能なディスプレイ用フィルターを作製
することが可能である。特に、本発明のディスプレイ用フィルターは、従来困難であると
されてきた４４０ｎｍ～５１０ｎｍに存在する青－緑間の不要光を選択的に除去でき、か
つ耐久性にも優れると言う特徴を有しているため、耐久性が重要視される民生用の高性能
ディスプレイ用フィルターとして特に好適である。さらに本発明に係るポルフィリン化合
物は溶媒への溶解性に優れるため、フィルター製造時の生産性が向上する。このため、本
発明の工業的価値は大きい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明におけるディスプレイ用フィルターは、一般式（１）で表されるポルフィリン化
合物を少なくとも１種含有するものである。
【００１７】
【化２】

【００１８】
〔式中、Ｒは炭素数１２以下のアルキル基を表し、Mは２個の水素原子、２価の金属、３
価の金属を含む２価の原子団、または４価の金属を含む２価の原子団を表す。〕
  本発明で用いる一般式（１）で表されるポルフィリン化合物の具体例を以下に記載する
。
【００１９】
  Ｒは炭素数１２以下のアルキル基を表す。
【００２０】
　炭素数１２以下のアルキル基としては、溶媒への溶解性の観点から炭素数１～１２の分
岐或いは環状のアルキル基が好ましく、炭素数４～８の分岐或いは環状のアルキル基が特
に好ましい。
【００２１】
　炭素数１２以下のアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基
、iso-プロピル基、ｎ－ブチル基、iso-ブチル基、sec-ブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ペ
ンチル基、iso-ペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、neo-ペンチル基、1,
2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、シクロペンチル基、ｎ－ヘキシル基、
4-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチルペンチル基、
3,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチルブチル基、1,3-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブ
チル基、1,2-ジメチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチルブチル基、2-エチルブ
チル基、1-エチルブチル基、1,2,2-トリメチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1-
エチル-2-メチルプロピル基、シクロヘキシル基、ｎ－ヘプチル基、2-メチルヘキシル基
、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチ
ル基、ｎ－オクチル基、2-エチルヘキシル基、2,5-ジメチルヘキシル基、2,5,5-トリメチ
ルペンチル基、2,4-ジメチルヘキシル基、2,2,4-トリメチルペンチル基、ｎ－オクチル基
、3,5,5-トリメチルヘキシル基、ｎ－ノニル基、ｎ－デシル基、4-エチルオクチル基、4-
エチル-4,5-ジメチルヘキシル基、ｎ－ウンデシル基、ｎ－ドデシル基、1,3,5,7-テトラ
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エチルオクチル基、4-ブチルオクチル基、6,6-ジエチルオクチル基、ｎ－トリデシル基、
6-メチル-4-ブチルオクチル基、ｎ－テトラデシル基、ｎ－ペンタデシル基、3,5-ジメチ
ルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジメチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチ
ルヘキシル基、1-シクロペンチル-2,2-ジメチルプロピル基、1-シクロヘキシル-2,2-ジメ
チルプロピル基等が挙げられる。
【００２２】
　Mは２個の水素原子、２価の金属、３価の金属を含む原子団、または４価の金属を含む
原子団を表す。
【００２３】
　Mが２価の金属である場合の具体例としては、Cu（II）、Zn（II）、Fe（II）、Co（II
）、Ni（II）、Ru（II）、Rh（II）、Pd（II）、Pt（II）、Mn（II）、Mg（II）、Ti（II
）、Be（II）、Ca（II）、Ba（II）、Cd（II）、Hg（II）、Pb（II）、Sn（II）が挙げら
れる。
【００２４】
　３価または４価の金属を含む原子団としては、AlCl、IｎCl、FeCl、MnCl、SiCl２、GeC
l２、TiO、VＯ等が挙げられる。
【００２５】
　本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合物の好ましい具体例を示す。
【００２６】
【化３】

【００２７】
【化４】

【００２８】
【化５】

【００２９】
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【化６】

【００３０】
【化７】

【００３１】
【化８】

【００３２】
【化９】

【００３３】
　本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合物は、例えばｍｅｓｏ－テトラフェ
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ニルポルフィリンのピロール部の３，４－位をハロゲン化し、これとＲで置換されたアセ
チレン誘導体とを公知の方法に従いカップリング反応することにより容易に得ることがで
きる。
【００３４】
　また本発明のディスプレイ用フィルターは、後述するように多層構造の様な複数の部材
から構成されることがあるが、本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合物は一
つの部材だけに含有されている必要はなく、複数の部材に含有されていても良い。
【００３５】
　また、所望する光学特性に応じて、本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合
物以外の可視光領域に吸収を有する色素を併用しても構わない。
【００３６】
　本発明のディスプレイ用フィルターは、本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン
化合物が含まれる事を特徴とする。また、本発明のディスプレイ用フィルターを構成する
部材は、従来公知の物を制限無く用いることが出来る。例えば、ディスプレイ用フィルタ
ーを構成する部材としては、透明基体（Ｃ）、導電層（Ｄ）、機能性透明層（Ｅ）が挙げ
られる。更には色素を含有する調色層（Ｆ）が含まれていても良い。更には、粘着材層、
接着材層、衝撃緩和層、電極等を挙げることも出来る。
【００３７】
　上記の導電層（Ｄ）としては、金属や金属酸化物などの透明薄膜や、金属メッシュ層な
どが挙げられる。また、機能性透明層（Ｅ）としては、反射防止層、防眩層、防汚層、ハ
ードコート層、アンチニュートンリング層等の公知の機能性透明層を例示することが出来
る。１つの層が上記の２つ以上の機能を有しても勿論構わない。本発明のディスプレイ用
フィルターは、本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合物が上記の層等の部材
のいずれかに含まれていることが好ましい。上記の調色層（Ｆ）としては、本発明の一般
式（１）で示されるポルフィリン化合物が含まれていることが好ましいが、これに制限さ
れない。
【００３８】
　また、調色層（Ｆ）が本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合物を含有する
場合、調色層（Ｆ）以外の上記の各層に該ポルフィリン化合物を含有させた構成のディス
プレイ用フィルターも勿論本発明に含まれる。
【００３９】
　本発明のディスプレイ用フィルターの構成として、例えばプラズマディスプレイ用フィ
ルターを例に取ると、その好ましい形態としては、
【００４０】
（ｉ）透明基体（Ｃ）、導電層（Ｄ）、および機能性透明層（Ｅ）を有するプラズマディ
スプレイ用フィルターであって、該透明基体（Ｃ）、導電層（Ｄ）、および機能性透明層
（Ｅ）のそれぞれを構成する部材のうち、少なくとも１つ以上の部材に本発明の色素を含
有するプラズマディスプレイ用フィルター、
【００４１】
（ｉｉ）透明基体（Ｃ）、導電層（Ｄ）、機能性透明層（Ｅ）、および調色層（Ｆ）を有
するプラズマディスプレイ用フィルターであって、該調色層（Ｆ）が本発明の色素を含有
するプラズマディスプレイ用フィルター
が挙げられる。
【００４２】
　本発明においては、一般式（１）で示されるポルフィリン化合物がディスプレイ用フィ
ルターを構成する部材の少なくともいずれか１つに含有されていることを特徴とする。色
素を部材に担持させる方法としては、特に限定されるものではないが、具体的に例示する
と、色素を、
（１）透明基体（Ｃ）へ含有させる、
（２）透明基体（Ｃ）の表面に色素含有樹脂層としてコーティングする、
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（３）粘着材に含有させる、
などの方法が挙げられる。色素を含有させる方法としては、色素が均一に分布するのであ
れば公知のあらゆる技術を用いて構わない。
【００４３】
　色素を透明基体（Ｃ）に含有させる上記（１）の方法を具体的に例示すると、例えば、
透明基体（Ｃ）である高分子成形体に色素を混ぜ合わせる場合、高分子成形体を構成する
樹脂（以下、ベース樹脂という）の種類によって、加工温度、フィルム化条件が異なるが
、通常は色素をベース樹脂の粉体あるいはペレットに添加し、樹脂の溶融温度を考慮しな
がら１５０℃～３５０℃に加熱、溶融させ、好ましくは混練した後、成形してプラスチッ
クシート、プラスチック粒子を作製する方法等が挙げられる。成形を容易にするなどの目
的で可塑剤等の添加剤を加えても構わない。
【００４４】
　その他の方法としては、キャスティングによる方法がある。キャスティング方法では、
樹脂または、樹脂モノマーを有機系溶媒に溶解させた樹脂液に色素を添加・溶解させ、必
要に応じて可塑剤や重合開始剤、酸化防止剤等を加え、必要とする面状態を有する金型へ
流し込み、溶剤揮発／乾燥、または、重合／溶剤揮発／乾燥させることにより高分子成形
体を得ることができる。
【００４５】
　色素の添加量は、色素の吸収係数、高分子成形体の厚み、目的とする透過特性によって
異なるが、通常、ベース樹脂を成形して得られた成形体の１ｐｐｍ（質量百万分率）から
２０質量パーセントである。
【００４６】
　色素を透明基体（Ｃ）の表面に色素含有樹脂層としてコーティングする上記（２）の方
法を具体的に例示すると、色素をバインダー樹脂及び有機系溶媒に溶解させて塗料とした
もの、または、未着色のアクリルエマルジョン塗料に色素を微粉砕（粒径５０ｎｍ～５０
０ｎｍ）したものを分散させてアクリルエマルジョン系水性塗料としたものを、バーコー
ター、ブレードコーター、スピンコーター、リバースコーター、ダイコーター、或いは、
スプレー等の従来公知のコーティング方法により、透明基体（Ｃ）である高分子成形体ま
たはガラスの表面に塗布・乾燥させる方法が挙げられる。色素の濃度としては、色素の吸
収係数、コーティングの厚み、目的の光学特性により異なるが、バインダー樹脂に対して
０．００１質量パーセントから３０質量パーセントである。なお、塗料中には酸化防止剤
等を加えても構わない。また、コーティング面を保護するために保護層を設けても構わな
い。
【００４７】
　色素を粘着材に含有させる上記（３）の方法を具体的に例示する。なお、本発明におい
ては、接着材、接着剤、粘着剤、粘着材を区別することなく粘着材と記載する。粘着材と
しては、アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリビニルブチラール系樹
脂、エチレン－酢酸ビニル系樹脂、ポリビニルエーテル樹脂、飽和無定形ポリエステル、
メラミン樹脂等のシート状、または液状の粘着材が挙げられる。これら粘着材に色素を添
加して色素入り粘着材とする。色素の添加量としては、色素の吸収係数、粘着材の厚み、
本来の光学特性により異なるが、通常、ベース粘着材の１ｐｐｍ（質量百万分率）から３
０質量パーセントである。
【００４８】
　粘着材層の形成方法は、直接基板に粘着材を塗布する方法、または、離型フィルムで挟
んだ粘着材の片方の離型フィルムを剥離して、基板に張り合わせる方法が挙げられるが、
本発明においては後者が好適に使用される。粘着材の塗布方法としては、一般的にバーコ
ート法、リバースコート法、グラビアコート法、ロールコート法などにより塗布されるが
、これらに限定されるものではない。本発明においては、バーコート法が好適に使用され
る。粘着材層の厚みは、特に制限はないが、０.５μｍから５０μｍ、好ましくは、１μ
ｍから３０μｍである。
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【００４９】
　色素を含有する粘着材は、フィルムとフィルム、フィルムとガラスなど各種の貼合わせ
にも用いることができ、色素を含有させる方法として好ましい形態の１つである。
【００５０】
　ディスプレイ用フィルターは、ディスプレイパネルの表面温度が高かったり、さらに使
用環境の温度が高い場合があったりするので、ディスプレイ用フィルター自体の温度が上
昇することがある。そのため、色素をディスプレイ用フィルターに含有させる場合、色素
は、例えば８０℃で、分解等によって顕著に劣化しない耐熱性を有していることが好適で
ある。望ましい色素の耐熱性を具体的に例示すると、８０℃の環境下における色素の極大
吸収波長における吸収維持率が、２５０時間保持した後で８０％以上、好ましくは５００
時間以上で８０％以上、さらに好ましくは１０００時間以上で８０％以上である。
【００５１】
　ここで言うところの吸収維持率とは、
（Ｔ０－Ｔｍａｘ，１）／（Ｔ０－Ｔｍａｘ，０）
を意味する。
【００５２】
　ここで、Ｔ０は、色素を含有した部材、例えば色素を含有した粘着剤等の、吸収が全く
ない波長における透過率を表す。
【００５３】
　Ｔｍａｘ，０は、極大吸収波長における透過率を表し、（Ｔ０－Ｔｍａｘ，０）は、Ｔ
０とＴｍａｘ，０との差を表す。
【００５４】
　Ｔｍａｘ，１は、各環境下に所定時間置いた後の粘着剤の極大吸収波長における透過率
を表し、（Ｔ０－Ｔｍａｘ，１）は、Ｔ０とＴｍａｘ，１との差を表す。
【００５５】
　この吸収維持率の値が大きいほど色素の性能が維持されている、すなわち、耐久性があ
るとみなすことができる。また、耐熱性に加えて、色素によっては耐光性に乏しいものも
あり、ディスプレイ自体の発光や外光の紫外線、可視光線による劣化が問題になることが
ある。この場合、色素を含有する層よりも紫外線や可視光線が入射する側に紫外線吸収剤
を含む部材や紫外線を透過させない部材（層）を併用する方法、当該色素の劣化を引き起
こす波長の可視光線を吸収する色素を含む部材や上記の可視光線を透過させない部材を併
用する方法など、色素の劣化を低減する公知の光線遮蔽技術を用いることで克服すること
が出来る。もちろん、紫外線や当該可視光線による劣化がない色素を用いることが出来れ
ば、上記の技術を併用する必要はない。
【００５６】
　本発明の色素が有する望ましい耐光性としては、３８０ｎｍ～７８０ｎｍの可視領域の
光を５０ｍＷ／ｃｍ２の強度で照射した場合における色素の極大吸収波長における吸収維
持率が、２５０時間照射した後で８０％以上、好ましくは５００時間以上照射した後で８
０％以上、さらに好ましくは１０００時間以上照射した後で８０％以上である。熱や光に
加えて、湿度やこれらの複合した環境においても同様である。色素が劣化すると、ディス
プレイ用フィルター自体の透過特性が変化し、色調が変化することがある。また、近赤外
線カット能等が変化することもある。
【００５７】
　さらに色素に求められる特性としては、媒体や塗膜中に分散させる為に、有機溶媒への
溶解性も重要となる。
【００５８】
　本発明の一般式（１）で示されるポルフィリン化合物は、従来の４４０ｎｍ～５１０ｎ
ｍに極大吸収を有する色素と比較して、上記耐熱性及び耐光性といった耐環境性に非常に
優れており、長時間に渡り性能が劣化することなくディスプレイの表示を改善することが
可能である。また、特定の置換基を選択することにより、有機溶媒に対する溶解性が非常
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に高く、均一なディスプレイ用フィルターを得ることができる。
【００５９】
　本発明における上記色素を含有したディスプレイ用フィルターにより、公知のあらゆる
ディスプレイの色純度を向上させることが可能である。特に、プラズマディスプレイ、液
晶ディスプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイに好適に用いることができ
る。その適用方法としては、公知のあらゆる方法を採用することができる。
【００６０】
　以下、上記のディスプレイ用フィルターに用いることが出来る各部材について簡単に述
べる。
【００６１】
　透明基体（Ｃ）としては、主にフィルム状及び板状であり、透明性に優れ、用途に応じ
た十分な機械的強度を有するものが好ましい。ここで言うところの透明性に優れるとは、
使用される状態での厚さにおいて、視感平均透過率が４０％以上であることを意味する（
測定法：ＪＩＳ　Ｒ３１０６）。例えば高分子フィルムや高分子板、ガラス板である。本
発明においては、上記のような公知の透明基体を制限なく用いることが出来る。
【００６２】
　上記の導電層（Ｄ）としては、少なくとも電磁波シールド機能を有していることが好ま
しい。これは、プラズマディスプレイパネル等の表示装置は、その構造や動作原理上、漏
洩電磁波や、近赤外線を発生することがあり、これらの遮蔽が必要な場合がある為である
。通常、電磁波を遮蔽するためには、ディスプレイ表面を導電性の高い導電物で覆うこと
が多い。これは上記導電物が電磁波を吸収し、これを電荷として逃がすと言う電磁波シー
ルド能を発現するというメカニズムによる。
【００６３】
　ディスプレイ用フィルターにこの原理を適用するためには、導電層（Ｄ）は可視光線に
対して透明であることが好ましい。このため導電層（Ｄ）として具体的には、単層の金属
薄膜、酸化物半導体膜、多層薄膜の透明導電性薄膜、導電性メッシュ、合成繊維に金属被
覆したもの、金属繊維のメッシュやそれに更に金属被覆したもの等が好ましい例として挙
げられる。
【００６４】
　プラズマディスプレイ等の各種表示装置用途で電磁波遮蔽に必要な導電層（Ｄ）の導電
性は、要求される電磁波規格やプラズマディスプレイ等からの放射強度にもよるが、面抵
抗が１０Ω／ｃｍ２以下である事が好ましく、より好ましくは３Ω／ｃｍ２である。民生
用途等で要求される厳しい電磁波規格の場合は、１Ω／ｃｍ２以下であることが好ましく
、より好ましくは０．１Ω／ｃｍ２以下である。また、プラズマディスプレイ等から発せ
られる近赤外線を遮蔽するためには、８００～１０００ｎｍの近赤外線波長領域における
ディスプレイ用フィルターの透過率を２０％以下にすることが好ましい。
【００６５】
　本発明では導電層（Ｄ）として、金属薄膜と透明高屈折率薄膜を積層した多層の透明導
電性薄膜層（ａ）、または、導電性メッシュ層（ｂ）を好適に使用できる。多層の透明導
電性薄膜層（ａ）は、導電性メッシュ層よりも低コストで、金属薄膜を構成する金属の自
由電子による近赤外線を反射する特性により、電磁波シールド機能と同時に近赤外線遮断
機能を併せ持つという特徴がある。一方、導電性メッシュ層（ｂ）は、光学特性を著しく
低下させずにより高い導電性を持たせることができる為、高い電磁波シールド機能が要求
される場合、例えば上記の民生用途などで要求される厳しい電磁波規格に合致させるため
に好適である。
【００６６】
　金属薄膜と透明高屈折率薄膜を積層した多層の透明導電性薄膜層（ａ）としては、透明
基体（Ｃ）の一方の主面上に、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化チタンなどの誘電体を主
とした高屈折率層（ｃ）及び銀を主とした金属薄膜層（ｄ）が、（ｃ）／（ｄ）の順の積
層単位を１～６回繰り返して積層された構成が好ましい。さらには全ての金属薄膜層（ｄ
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）が高屈折率層（ｃ）で挟まれる様に積層された構成がより好ましい。高屈折率層（ｃ）
と金属薄膜層（ｄ）との積層数は、多いほど導電性－透明性のバランスは好ましくなるが
、コスト、品質安定性を考慮すると、上記積層単位として、好ましくは１１層以下、より
好ましくは９層以下、特に好ましくは、７層以下である。また、透明導電性薄膜層の耐環
境性を向上させるために、透明導電性薄膜層の表面に有機物または無機物の保護層を設け
ても構わない。さらに、金属薄膜層の耐環境性や高屈折率層と金属薄膜層の密着性等を向
上させるために、高屈折率層（ｃ）と金属薄膜層（ｄ）の間に機能層を有しても構わない
。
【００６７】
　上記の高屈折率層（ｃ）や金属薄膜層（ｄ）を構成する具体的な化合物としては、公知
の化合物を制限無く用いることが出来る。例えば特許３００４２２２号公報等に記載され
たものを好適に用いることが出来る。高屈折率層（ｃ）としてより具体的には、酸化イン
ジウム、インジウム-スズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化チタン等の金属酸化物を好ましい例と
して挙げることが出来る。また、金属薄膜層（ｄ）としては、銀や、銀と他の金属との合
金を好ましい例として挙げることが出来る。またこれらの薄膜層の形成方法としては、ス
パッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、イオンビームアシスト法等の真
空成膜法の他、公知のあらゆる方法を採用することが出来る。中でも真空成膜法、特には
スパッタリング法が好ましく利用できる。
【００６８】
　導電性メッシュ層（ｂ）としては、繊維に金属を蒸着した繊維メッシュ、フォトリソグ
ラフィーの技術を用いてパターンを形成し、エッチングによりメッシュを得るエッチング
メッシュなどを使用することができる。より具体的には、銅を主として用いる金属のメッ
シュを好適に用いることができるが、これらに限定されない。メッシュの形状としては、
格子状及びハニカム上でも良く、特に限定されるものではない。このメッシュにより、高
い電磁波シールド機能を有することができる。導電層（Ｄ）として導電性メッシュ層（ｂ
）を用いる場合は、近赤外線を吸収したり、近赤外線を反射する層を併用して、近赤外線
遮断機能を付与することが好ましい。特には近赤外線を吸収し、可視光線は殆ど吸収しな
い、もしくは全く吸収しない色素を含む層を用いることが好ましい。勿論、前記の透明導
電性薄膜層を利用することも可能である。
【００６９】
　機能性透明層（Ｅ）が有する機能としては、具体的にハードコート性、反射防止性、防
眩性、静電気防止性、防汚性、ガスバリア性、近赤外線カット性、紫外線カット性、色調
調色機能、メッシュ平坦化処理機能などの公知の性能、機能のうち少なくとも１つ以上の
機能を有していることが挙げられるが、付与する機能はこれに限定されるものではない。
特に紫外線カット能を有する層は人側に配置することが好ましい。上記の機能性透明層（
Ｅ）は、反射防止性などの上記機能を有していれば膜、フィルム、粘着層、及びその複合
体等の任意の形態をとることが出来る。機能性透明層（Ｅ）の形成方法としては、特に限
定されるものではなく、公知のあらゆる技術を用いて形成する事が出来る。また、機能性
透明層（Ｅ）は、２層以上形成してもよく、複数の機能を一つの層が有していても良い。
【００７０】
　これらの部材としてより詳しくは、例えば特許３００４２２２号公報等に記載されたも
のを好適に用いることが出来る。またこれらの層の積層方法は、公知の方法を制限無く用
いることが出来、より具体的には、特許３００４２２２号公報や特開２００２－４０２３
３号公報等に記載された方法を採用することが出来る。
【００７１】
　上記のごとく得られたディスプレイ用フィルターを具備したプラズマディスプレイは、
長期間に渡り性能が劣化することなく光源から放出される不要な発光を除去できるため、
発光色の色純度、特に青の色純度が向上したディスプレイとなる。その上、本発明のディ
スプレイ用フィルターは、外光による不要な光をも除去することが可能なので、明所にお
けるコントラストも向上したディスプレイとなる。
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　本発明のディスプレイ用フィルターを用いた液晶ディスプレイや有機エレクトロルミネ
ッセンスディスプレイは、好ましくは当該ディスプレイ用フィルターを光源と視認部との
間に配置することを特徴とする。以下、液晶ディスプレイを例にとって説明するが、有機
エレクトロルミネッセンスディスプレイにおいても同様の方法を採用することも可能であ
る。
【００７３】
　上記液晶パネルに具備するディスプレイ用フィルターを実施するための好ましい形態の
１つとしては、少なくとも透明基体（Ｃ）、機能性透明層（Ｅ）、必要に応じて調色層（
Ｆ）を有しており、構成層や構成部材の少なくとも１つ以上に本発明の色素が含有されて
いることを特徴とする。
色素を含有させる方法としては、上記プラズマディスプレイ用フィルターの説明で記載し
たのと同様の方法を用いることができる。色素の添加量に関してもまた同様である。
【００７４】
　上記の液晶パネルに具備するディスプレイ用フィルターの透明基体（Ｃ）、機能性透明
層（Ｅ）としては、上記プラズマディスプレイ用フィルターの説明で記載したものと同様
の材料を使用することが出来る。また、上記の層の積層方法は、従来公知の方法を制限無
く採用することが出来る。好ましい上記の材料や方法としては、例えば特開２００２－４
０２３３号公報等に記載された材料、方法を採用することが出来る。
【００７５】
　本発明のディスプレイ用フィルターを用いた液晶ディスプレイは、（Ｉ）粘着層を介し
て液晶ディスプレイの構成部材に貼りあわせて使用する、（ＩＩ）液晶ディスプレイの光
源から視認部までの間に挿入して使用する構成を好適な例として挙げることが出来る。
【００７６】
　上記のごとく得られたディスプレイ用フィルターを具備した液晶ディスプレイまたは有
機エレクトロルミネッセンスディスプレイは、前述のプラズマディスプレイと同様、長期
間に渡り性能が劣化することなく光源から放出される不要な発光を除去でき、発光色の色
純度、特に青の色純度が向上したディスプレイとなり、かつ、明所におけるコントラスト
が向上したディスプレイとなる。また、本発明におけるディスプレイ用フィルターは、２
種類以上のフィルターを組み合わせて用いてもよい。また、同種のフィルターを複数枚用
いても構わない。
【００７７】
　本発明のディスプレイ用フィルターは、上記の他にもＣＲＴディスプレイ、フィールド
エミッションディスプレイ、無機エレクトロルミネッセンスディスプレイの様な公知のデ
ィスプレイと組み合わせて使用することも勿論可能である。また、本発明のディスプレイ
用フィルターを具備したそれらのディスプレイも、長期間に渡り不要発光を除去でき、か
つ、コントラストにも優れ、特に青色の色純度の高いディスプレイとして、美しい画像を
提供することが出来る。
【００７８】
　本発明を実施例により具体的に説明する。なお、本発明は、以下の実施例によって限定
を受けるものではない。
【実施例１】
【００７９】
[具体例化合物（１－２）の合成]
　下記構造式（２－ａ）で示される化合物　１５．０gをN,N-ジメチルホルムアミド　１
５０ｍｌに溶解し、10-20℃で臭素　３１．８gを滴下した。室温にて４時間攪拌した後、
氷水７００gに排出し、水酸化ナトリウム水溶液で中和した。析出物を濾取、水洗し、メ
タノールにて洗浄、乾燥して、下記構造式（２－ｂ）で示される化合物　３１gを得た。
【００８０】
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【化１０】

【００８１】
　次に構造式（２－ｂ）で示される化合物　２６．１g、よう化銅１．３４ｇ、ビス（ト
リフェニルホスフィン）パラジウム（II）ジクロリド　２．１３ｇ、トリフェニルホスフ
ィン　１．０５gをテトラヒドロフラン　５２５ｍｌに溶解し、トリエチルアミン　３６
．４ｇ、３，３－ジメチル－１－ブチン（純度96%）　２１．１６gを加えた。窒素気流下
室温で攪拌し、反応終了後、不溶物を濾過し、濾液を減圧濃縮した。濃縮残渣に８５％メ
タノール水　５００ｍｌを加え、攪拌し、濾過した後、８５％メタノール水で洗浄、乾燥
し、粗体を得た。粗体をシリカゲルカラムにより精製（展開溶剤：トルエン/ヘキサン=６
：４vol.比）して、具体例化合物（１－２）　１０．８ｇを得た。
【００８２】
【化１１】

【００８３】
　下記の分析結果より、目的物であることを確認した。
【００８４】
　元素分析値（Ｃ９２Ｈ９２Ｎ４Ｎｉ）
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　ＭＳ（ｍ／ｅ）　：１３１２（Ｍ＋）

　このようにして得られた化合物は、クロロホルム溶液中において４８１．０ｎｍに吸収
極大を示し、グラム吸光係数は１．５７×１０５ｍｌ／ｇ．ｃｍであった。
【００８７】
　また、得られた化合物を酢酸エチル／トルエン（含有比率５０：５０質量パーセント）
溶剤に１質量％の濃度になるように混合し、室温で３０分間超音波処理したところ、完全
に溶解した。
【実施例２】
【００８８】
[具体例化合物（１－３）の合成]
下記構造式（３－ａ）で示される化合物　１７．０gをN,N-ジメチルホルムアミド　１７
０ｍｌに溶解し、10-20℃で臭素　３５．８gを滴下した。室温にて４時間攪拌した後、氷
水８００gに排出し、水酸化ナトリウム水溶液で中和した。析出物を濾取、水洗し、メタ
ノールにて洗浄、乾燥して、下記構造式（３－ｂ）で示される化合物　３２gを得た。
【００８９】
【化１２】

【００９０】
　次に構造式（３－ｂ）で示される化合物　２６．２g、よう化銅１．３４ｇ、ビス（ト
リフェニルホスフィン）パラジウム（II）ジクロリド　２．１３ｇ、トリフェニルホスフ
ィン　１．０５gをテトラヒドロフラン　５２５ｍｌに溶解し、トリエチルアミン　３６
．４ｇ、３，３－ジメチル－１－ブチン（純度96%）　２１．１６gを加えた。窒素気流下
室温で攪拌し、反応終了後、不溶物を濾過し、濾液を減圧濃縮した。濃縮残渣に８５％メ
タノール水　５００ｍｌを加え、攪拌し、濾過した後、８５％メタノール水で洗浄、乾燥
し、粗体を得た。粗体をシリカゲルカラムにより精製（展開溶剤：トルエン/ヘキサン=６
：４vol.比）して、具体例化合物（１－３）　１３．３ｇを得た。



(15) JP 5015644 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【００９１】
【化１３】

【００９２】
　下記の分析結果より、目的物であることを確認した。
【００９３】
　元素分析値（Ｃ９２Ｈ９２Ｎ４ＯＶ）
【００９４】

【表２】

【００９５】
　ＭＳ（ｍ／ｅ）　：１３２１（Ｍ＋）

　このようにして得られた化合物は、クロロホルム溶液中において４９６．５ｎｍに吸収
極大を示し、グラム吸光係数は１．７３×１０５ｍｌ／ｇ．ｃｍであった。
【００９６】
　また、得られた化合物を酢酸エチル／トルエン（含有比率５０：５０質量パーセント）
溶剤に１質量％の濃度になるように混合し、室温で３０分間超音波処理したところ、完全
に溶解した。
【実施例３】
【００９７】
　酢酸エチル／トルエン（含有比率５０：５０質量パーセント）溶剤に、具体例化合物（
１－２）を分散、溶解させ、乾燥したときの樹脂中の色素濃度が、１０００ｐｐｍ（質量
百万分率）になるように、アクリル系粘着材用の色素入り希釈剤を調整した。次に、アク
リル系粘着剤（ブチルアクリレートおよびアクリル酸の共重合体、商品名：ＤＢボンド、
ダイアボンド工業株式会社製）／色素入り希釈剤（含有比率８０：２０質量パーセント）
を混合した。得られた混合液を反射防止フィルム［ポリエチレンテレフタレートフィルム
に反射防止膜を形成した日本油脂株式会社製の反射防止フィルム、厚さ：１０５μｍ］の
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、反射防止膜が形成されていない面に対して、バーコーター法により連続的に塗工し、乾
燥させた。その後、該塗工面に、シリコーン離型層を形成した離型フィルムを貼り合せ、
糊厚２５μｍの色素入り粘着材付き反射防止フィルムを作製した。
【００９８】
　作製した色素入り粘着材付き反射防止フィルムの離型フィルムを剥離し、市販の液晶デ
ィスプレイ［シャープ株式会社製、ＬＣ－１５Ｂ１－Ｓ］の前面に貼合して、色素入り粘
着材付き反射防止フィルムを具備した液晶ディスプレイを作製した。
【００９９】
　作製した液晶ディスプレイの色度座標を、分光放射輝度計［コニカミノルタホールディ
ングス株式会社製、ＣＳ－１０００］で測定し、赤、緑、青の色度座標を得た。作製した
液晶ディスプレイの色再現性は、色素を使用していない反射防止フィルムを具備した液晶
ディスプレイと、表示装置の色再現範囲を表す各色度座標を結んで得られる三角形の面積
を比較することで評価した。
【０１００】
　その結果、色素を使用していない反射防止フィルムを具備した液晶ディスプレイの三角
形の面積を１００とした場合、作製した色素粘着材付き反射防止フィルムを具備した液晶
ディスプレイの三角形の面積は１０６であり、色素を用いた液晶ディスプレイは色再現性
が向上したディスプレイであった。
【０１０１】
（比較例１）
実施例１と同様の条件にて、構造式（２－ｂ）で示される化合物とフェニルアセチレンを
カップリング反応して、下記構造式（Ａ－１）で示される化合物を準備した。
【０１０２】
【化１４】

【０１０３】
　構造式（Ａ－１）で示される化合物は、クロロホルム溶液中において４９８．０ｎｍに
吸収極大を示し、グラム吸光係数は２．３３×１０５ｍｌ／ｇ．ｃｍであった。
酢酸エチル／トルエン（含有比率５０：５０質量パーセント）溶剤に１質量％の濃度にな
るように混合し、室温で３０分間超音波処理したところ、溶け残りがあった。更に希釈し
て０．５質量％の濃度になるように混合、超音波処理したが、完全には溶解しなかった。
【０１０４】
（比較例２）
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　具体例化合物（１－２）の代わりに、化合物（Ａ－１）を用いる以外は実施例３と同様
にして色素入り粘着材付き反射防止フィルムを作製したところ、色素の溶解残渣に起因す
る点状欠陥が発生した。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明のポルフィリン化合物を含むディスプレイ用フィルターは、公知のあらゆるディ
スプレイに用いることができる。該フィルターは、青緑間の不要な発光を選択的に吸収し
、かつ耐久性にも優れた色素を含有することにより、長期間に渡り性能が劣化することな
くディスプレイの色純度を向上させることができ、明所におけるコントラストが向上した
鮮明な画像を表示できるディスプレイを提供することができる。
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